
「特定在留カードの交付等に関する規則案」等について 

（概要） 

令 和 ８ 年 ２ 月

総 務 省 自 治 行 政 局

出 入 国 在 留 管 理 庁

第１ 制定の趣旨 

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第５９号。以下「改正法」

という。）の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以下

「入管法」という。）第１９条の１５の２第１項及び第２項並びに日本国との平和条約に基づき

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号。以下「入管特

例法」という。）第１６条の２第１項から第３項まで及び第１１項の規定に基づき、特定在留カ

ードの交付等に関する規則及び特定特別永住者証明書の交付等に関する規則を定めるもの。 

第２ 特定在留カードの交付等に関する規則の概要 

１ 入管法第１９条の１５の２第１項の規定による申請 

（１）入管法第１９条の１５の２第１項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭

し、申請書（別紙１のとおり。）１通を提出してしなければならないこととする。 

（２）（１）の申請は、次の場合には、中長期在留者が自ら出頭してこれをすることを要しない

こととする。 

ア 中長期在留者が１６歳に満たない者である場合又は疾病その他の事由により自ら（１）

の申請をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族であって当該中長期

在留者と同居するものが当該中長期在留者の依頼により当該中長期在留者に代わって（１）

の申請をするとき。

イ 出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和５６年法務省令第５４号）第５９条の４第２

項第１号イからハまでに掲げる者が、中長期在留者に代わって（１）の申請書の提出に係

る手続をする場合であって、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

ウ 中長期在留者が１６歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自らイの申請書の

提出に係る手続をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族又は同居者

若しくはこれに準ずるもので地方出入国在留管理局長が適当と認める者が、当該中長期在

留者の依頼により当該中長期在留者に代わってイの申請書の提出に係る手続をするとき。 

（３）（２）により中長期在留者が自ら出頭することを要しない場合において、当該中長期在留

者に代わって（１）の申請書の提出に係る手続をしようとする者は、地方出入国在留管理局

長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない

こととする。 

（４）（１）の申請が入管法第１９条の１１第１項の規定による申請に係るものである場合には、

在留カードに当該申請があった旨の記載をするものとする。 

（５）（４）の場合において、（１）の申請の取下げがあったときは、（４）により在留カード

にした記載を抹消するものとする。 

２ 入管法第１９条の１５の２第２項の規定による申請 

（１）入管法第１９条の１５の２第２項の規定による申請（当該申請に併せて同条第３項の規定

による申出をすることができる場合にあっては、当該申出を含む。）は、入管法第１９条の

１５の２第２項に規定する届出に係る市町村の事務所に自ら出頭し、申請書（別紙２のとお

り。）１通及び写真１葉を提出してしなければならないこととする。 

（２）（１）の申請に当たっては、旅券を提示しなければならないこととし、この場合において、

旅券を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書面１通を提

出しなければならないこととする。 



 
 

（３）（１）の申請は、中長期在留者が１６歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のや

むを得ない理由により自ら出頭することが困難である場合において、当該中長期在留者の親

族又は法定代理人等が当該中長期在留者に代わって（１）の申請書の提出及び（２）の旅券

等の提示等に係る手続をするときは、当該中長期在留者が自ら出頭して（１）の申請をする

ことを要しないこととする。 

（４）（３）により中長期在留者が自ら出頭して（１）の申請をすることを要しない場合におい

て、当該中長期在留者に代わって（１）の申請をしようとする者は、（１）の市町村の長に

対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならないこと

とする。 

 

 ３ その他所要の規定を整備する。 

    

第３ 特定特別永住者証明書の交付等に関する規則の概要 

１ 入管特例法第１６条の２第１項の規定による申請 

（１）入管特例法第１６条の２第１項の規定による申請（当該申請に併せて同条第４項の規定に

よる申出をすることができる場合にあっては、当該申出を含む。）は、住所地市町村（入管

特例法第１６条の２第１１項の規定により（１）の申請をする場合にあっては、住所地市町

村以外の市町村）の事務所に自ら出頭し、申請書（別紙３のとおり。）１通を提出してしな

ければならないこととする。 

（２）（１）の申請は、次の場合には、特別永住者が自ら出頭してこれをすることを要しないこ

ととする。 

ア 特別永住者が１６歳に満たないものである場合又は病気、身体の障害その他のやむを得

ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族であって

当該特別永住者と同居する者が当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わって

（１）の申請をするとき。 

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

施行規則（平成２３年法務省令第４４号）第１７条第２項第１号イ又はロに掲げる者が、

特別永住者に代わって（１）の申請書の提出に係る手続をする場合。 

ウ 特別永住者が１６歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由に

より出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族又は同居者若しくは

これに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該特別永住者の依頼

により当該特別永住者に代わってイの申請書の提出に係る手続をするとき。 

（３）（２）により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に

代わって（１）の申請書の提出に係る手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場

合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならないこととする。 

 

２ 入管特例法第１６条の２第２項の規定による申請 

（１）入管特例法第１６条の２第２項の規定による申請（当該申請に併せて同条第４項の規定に

よる申出をすることができる場合にあっては、当該申出を含む。）は、入管特例法第１６条

の２第２項に規定する届出に係る市町村の事務所に自ら出頭し、申請書（別紙３のとおり。）

１通及び写真１葉を提出してしなければならないこととする。 

（２）（１）の申請に当たっては、旅券及び特別永住者証明書を提示しなければならないことと

する。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由

を記載した書面１通を提出しなければならないこととする。 

（３）（１）の申請は、特別永住者が１６歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむ

を得ない理由により自ら出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族又

は法定代理人等が当該特別永住者に代わって（１）の申請書の提出及び（２）の旅券等の提

示等に係る手続をするときは、当該特別永住者が自ら出頭してこれをすることを要しないこ

ととする。 



 
 

（４）（３）により特別永住者が自ら出頭して（１）の申請をすることを要しない場合において、

当該特別永住者に代わって当該申請をしようとする者は、住居地の市町村の長に対し、当該

場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならないこととする。 

 

３ 入管特例法第１６条の２第３項の規定による申請 

（１）入管特例法第１６条の２第３項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、

申請書（別紙３のとおり。）１通及び写真１葉を提出してしなければならないこととする。 

（２）（１）の申請に当たっては、旅券及び在留カードを提示しなければならないこととする。

この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載

した書面１通を提出しなければならないこととする。 

（３）（１）の場合において、（１）の申請をしようとする者が１６歳に満たない者であるとき

にあっては、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、疾病その他の事由により自ら（１）

の申請をすることができないときにあっては、その者の親族又は同居者が、その者に代わっ

て（１）の申請をすることができることとする。 

（４）（１）の申請を、（３）により特別永住者に代わってしようとする者は、地方出入国在留

管理局長に対し、当該特別永住者が１６歳に満たない場合にあっては、（３）の適用を受け

る者であることを明らかにする資料の提示又は説明を、当該特別永住者が疾病その他の事由

により自ら（３）の申請をすることができない場合にあっては、当該特別永住者が疾病その

他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又

は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならないこととする。 

 

４ 入管特例法第１６条の２第１１項の総務省令・法務省令で定める事情 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人

番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令（平成２６年総務省令第８５号）

の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して個人番号カードの交付申請書を提出

することができる場合に倣い、入管特例法第１６条の２第１１項の総務省令・法務省令で定め

る事情について、入管特例法第１６条の２第１項による申請を行う者が配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第２項に規定する被害

者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当

該申請を行う者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること

などを規定する。 

 

５ その他所要の規定を整備する。 

 

第４ 今後の予定 

施行期日：改正法の施行日（令和８年６月１４日） 

 



別記第一号様式（第一条関係） 【地方入管用】

日本国政府法務省

１　国　籍・地　域 ２　生年月日 年 月 日

３　氏　名 ４　性　別 男 ・ 女

５　住所・住居地

６　電話番号

７　在留カード番号

署名用電子証明書の希望の有無 有 ・ 無 有 ・ 無

※15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。

９　代理人

（１）氏　名 （２）本人との関係

（３）住　所 （４）電話番号

以上の記載内容は事実と相違ありません。
申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日

年 月 日

※ 取次者

（１）氏　名 （２）住　所

（３）所属機関等（親族等については、本人との関係） （４）電話番号（携帯電話番号）

官　用　欄

８　電子証明書の発行希望の有無

利用者証明用電子証明書の希望の有無

特定在留カード交付申請書　兼　電子証明書発行申請書

出入国在留管理庁長官　　殿

　出入国管理及び難民認定法第１９条の１５の２第１項の規定に基づき、次のとおり特定在留カードの交付を申請します。

地方公共団体情報システム機構　御中

　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第３条の３第１項及び第２２条の３第１項の規定に
基づき、次のとおり電子証明書の発行を申請します。

侑哉 小田
テキストボックス
別紙１



別記第二号様式（第二条関係） 【市区町村用】

日本国政府法務省

１　国　籍・地　域 ２　生年月日 年 月 日

３　氏　名 ４　性　別 男 ・ 女

５　住所・住居地

６　電話番号

７　在留カード番号

署名用電子証明書の希望の有無 有 ・ 無 有 ・ 無

※15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。

９　直送希望の有無 有 ・ 無

※出入国管理及び難民認定法第１９条の１５の２第３項に該当する場合に限ります。

10　代理人

（１）氏　名 （２）本人との関係

（３）住　所 （４）電話番号

以上の記載内容は事実と相違ありません。
申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日

年 月 日

※ 取次者

（１）氏　名 （２）住　所

（３）所属機関等（親族等については、本人との関係） （４）電話番号（携帯電話番号）

特定在留カード交付申請書　兼　電子証明書発行申請書

出入国在留管理庁長官　　殿

　出入国管理及び難民認定法第１９条の１５の２第２項の規定に基づき、次のとおり特定在留カードの交
付を申請します。

地方公共団体情報システム機構　御中

　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第３条第１項及び第２２
条第１項の規定に基づき、次のとおり電子証明書の発行を申請します。

８　電子証明書の発行希望の有無

利用者証明用電子証明書の希望の有無

官　用　欄

写 真

侑哉 小田
テキストボックス
別紙２



別記様式（第一条、第二条、第三条関係）
日本国政府法務省

１　国　籍・地　域 ２　生年月日 年 月 日

３　氏　名 ４　性　別 男 ・ 女

５　住所・住居地

６　電話番号

７　特別永住者証明書番号

署名用電子証明書の希望の有無 有 ・ 無 有 ・ 無

※15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。

９　直送希望の有無 有 ・ 無

※日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第１６条の２第４項に該当する場合に限ります。

10　代理人

（１）氏　名 （２）本人との関係

（３）住　所 （４）電話番号

以上の記載内容は事実と相違ありません。
申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日

年 月 日

※ 取次者

（１）氏　名 （２）住　所

（３）所属機関等（親族等については、本人との関係） （４）電話番号（携帯電話番号）

８　電子証明書の発行希望の有無

利用者証明用電子証明書の希望の有無

官　用　欄

特定特別永住者証明書交付申請書　兼　電子証明書発行申請書

出入国在留管理庁長官　　殿

　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第１６条の２
第１項、第２項又は第３項の規定に基づき、次のとおり特定特別永住者証明書の交付を申請します。

地方公共団体情報システム機構　御中

　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第３条第１項及び第２２
条第１項又は第３条の３第１項及び第２２条の３第１項の規定に基づき、次のとおり電子証明書の発行
を申請します。

写 真

侑哉 小田
テキストボックス
別紙３
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